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明
治
政
府
は
、
神
社
制
度
を
整
備
す
る
過
程
で
「
神
社
合
祀
政
策
」
を
明
治

末
期
か
ら
本
格
的
に
実
施
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
神
社
界
か
ら
は
、

「
第
二
の
維
新
」
と
い
わ
れ
、
神
社
の
統
廃
合
は
明
治
四
一
か
ら
四
二
年
に
か

け
て
頂
点
に
達
し
、
全
国
の
神
社
数
は
急
激
な
る
減
少
を
み
た
と
い
う
。
こ
れ

ら
の
神
社
合
祀
は
、
官
僚
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
強
固
に
推
進
さ
れ
た
の
で
、
た

と
え
ば
稲
荷
・
八
幡
・
金
比
羅
・
天
神
の
四
社
を
合
祀
し
て
「
稲
八
金
天
」
神

（

１

）

社
を
つ
く
る
と
い
う
、
笑
い
話
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

柳
田
國
男
も
「
日
本
の
神
社
合
祀
は
、
官
符
の
懲
憩
を
待
つ
こ
と
な
し
に
、

以
前
に
も
く
り
返
し
行
わ
れ
て
居
た
の
で
あ
り
ま
す
」
（
『
定
本
柳
田
國
男
集
』

第
一
○
巻
、
三
八
四
頁
、
以
下
定
本
と
す
る
）
と
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
江

（

２

）

戸
時
代
に
も
、
い
く
つ
か
の
諸
藩
で
、
「
寄
せ
宮
」
と
称
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
明
治
時
代
の
神
社
合
祀
は
全
国
的
な
規
模
で
断
行
さ
れ
、
各
地
の

由
緒
あ
る
神
社
が
こ
と
ご
と
く
破
壊
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ

神
社
整
理
後
の
「
神
社
復
祀
」
に
つ
い
て

は
じ
め
に
ｌ
問
題
の
所
在
Ｉ

鈴

木

通

大

う
か
。
な
か
で
も
和
歌
山
県
、
三
重
県
な
ど
で
は
強
固
に
展
開
さ
れ
た
が
、
し

か
る
に
一
方
で
こ
の
神
社
合
祀
の
政
策
は
中
断
し
て
し
ま
い
、
府
県
に
よ
っ
て

は
ほ
と
ん
ど
本
格
的
に
実
施
さ
れ
な
い
ま
ま
、
終
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
政
府
の
神
社
政
策
に
対
し
て
、
黙
々
と
従
う
の
が
大
方
で
あ
っ
た

情
勢
下
で
、
和
歌
山
県
で
は
、
民
俗
学
者
で
あ
り
、
粘
薗
学
者
で
あ
る
多
才
な

南
方
熊
楠
が
神
社
合
祀
反
対
の
論
陣
を
一
○
年
に
わ
た
っ
て
張
っ
た
こ
と
は
有

名
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
今
日
で
い
う
と
こ
ろ
の
地
域
住
民
運

（

３

）

動
を
展
開
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
た
。
こ
の
動
き
に
つ
い
て
、
柳
田
は
「
神

社
合
祀
の
政
策
の
励
行
せ
ら
れ
た
頃
、
先
生
〔
南
方
熊
楠
の
こ
と
〕
は
極
力
之

を
非
難
し
、
此
上
は
英
米
の
学
者
に
激
を
飛
ば
し
て
連
名
の
抗
議
を
さ
せ
よ
う

と
云
々
」
（
定
本
第
二
三
巻
、
四
二
九
頁
）
と
回
想
し
て
い
る
。

ま
た
、
地
域
社
会
で
は
、
神
社
合
祀
後
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
ム
ラ
の
勇
敢

（

４

）

な
若
者
が
夜
陰
に
ま
ぎ
れ
、
御
神
体
を
隣
り
村
の
神
社
か
ら
取
り
戻
し
て
来
た

と
い
う
よ
う
な
、
さ
さ
や
か
な
抵
抗
が
各
地
で
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
地
域
社
会
で
は
、
合
祀
の
主
た
る
対
象
と
な
っ
た
小

神
社
に
対
し
て
、
先
祖
伝
来
の
守
護
神
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強
く
存
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
合
祀
さ
れ
た
氏
神
を
ム
ラ
の
人
々
が
村

（

５

）

境
ま
で
お
送
り
し
、
ま
る
で
親
と
別
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
で
別
れ
を
惜
し
ん
だ

と
い
う
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

こ
と
は
氏
神
（
鎮
守
）
と
い
う
も
の
が
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地

域
社
会
全
体
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
、
そ
の
地
域
社
会
の
統
合
を
象
徴
す
る
も
の
と

し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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研

究

小

史

神
社
合
祀
へ
の
本
格
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
森
岡
清
美
、
米
地
実
、
孝
本
貢

の
諸
氏
で
あ
ろ
う
。
森
岡
は
、
神
社
整
理
が
徹
底
的
に
実
施
さ
れ
た
三
重
県
の

（

６

）

事
例
分
析
を
手
掛
け
た
り
、
『
神
社
協
会
雑
誌
』
や
『
全
国
神
職
会
々
報
』
を

（

７

）

駆
使
し
て
、
神
社
整
理
に
つ
い
て
全
国
的
経
緯
か
ら
論
述
し
て
い
る
が
、
近

（

８

）

年
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
業
績
を
ま
と
め
て
い
る
。
米
地
は
、
神
社
政
策
を
視
座

に
し
て
、
法
規
・
通
牒
類
な
ど
へ
の
詳
細
な
検
討
を
通
し
て
神
社
整
理
の
研
究

を
展
開
し
、
こ
の
方
向
に
沿
っ
て
、
長
野
県
に
お
け
る
神
社
整
理
の
事
例
を
紹

介
し
、
さ
ら
に
長
野
県
諏
訪
市
南
真
志
野
と
東
京
都
下
府
中
市
と
で
、
神
社
整

理
政
策
が
村
落
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
経
過
の
も
と
に
受
け
入
ら
れ
、
か
つ
実

（

９

）

現
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
具
体
的
に
報
告
し
て
い
る
。
孝
本
は
、
明
治
政
府
が
神

（

皿

）

社
政
策
と
し
て
神
道
国
教
化
を
推
進
し
て
い
く
過
程
を
明
瞭
に
し
た
。
ま
た
、

そ
こ
で
、
地
域
社
会
に
お
い
て
は
、
神
社
合
祀
が
断
行
さ
れ
て
も
、
地
域
住

民
で
あ
る
ム
ラ
人
の
脳
裡
か
ら
は
統
廃
合
さ
れ
た
氏
神
（
鎮
守
）
へ
の
憧
僚
が

消
え
ず
、
な
お
一
層
愛
惜
の
念
に
駆
立
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
い
う
点
に
注
目
し
て
、
以
前
に
「
神
社
合
祀
後
の
「
分
祀
」
に
つ
い
て
」

（
一
九
八
二
、
『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
（
人
文
科
学
）
」
第
一
○
号
）

と
い
う
拙
稿
を
発
表
し
た
。

今
回
は
、
そ
の
後
の
成
果
を
踏
ま
え
、
「
神
社
合
祀
」
な
ど
の
神
社
整
理
後

に
お
け
る
「
神
社
復
祀
」
の
問
題
に
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
再
度
ア
プ
ロ
ー
チ

し
、
同
時
に
神
社
合
祀
・
復
祀
の
実
態
を
素
描
す
る
こ
と
に
あ
る
。

前
論
文
を
踏
ま
え
て
神
社
合
祀
政
策
の
な
か
で
、
政
治
権
力
が
、
神
社
を
い
か

よ
う
に
統
制
し
よ
う
と
し
た
か
、
さ
ら
に
地
域
社
会
の
な
か
で
神
社
合
祀
が
い

（

Ⅱ

）

か
に
遂
行
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
村
上
重
良
は
伊
勢
神

宮
を
本
宮
と
し
て
全
国
の
神
社
を
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
編
成
し
、
神
社
の
祭
祀
を

画
一
化
し
た
国
家
神
道
と
い
う
大
き
な
枠
組
の
な
か
で
、
神
社
整
理
を
掌
握
し

（

吃

）

て
い
る
。

さ
て
、
柳
田
國
男
も
こ
の
神
社
合
祀
に
つ
い
て
関
心
を
抱
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
柳
田
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

境
内
社
の
場
合
も
是
と
同
じ
で
、
一
旦
氏
神
の
御
処
と
定
め
て
区
画
し
て

あ
る
土
地
に
、
新
た
に
一
つ
の
客
神
を
迎
へ
申
す
と
す
る
に
は
、
少
な
く
と

も
元
の
神
の
黙
諾
許
容
が
必
要
で
あ
り
ま
し
た
。
或
は
そ
れ
以
上
に
、
そ
れ

が
日
頃
の
神
慮
に
合
す
る
も
の
と
、
思
っ
て
居
た
か
と
も
想
像
せ
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
是
は
既
に
意
識
し
て
居
る
人
も
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
明

治
の
御
代
以
来
、
全
国
を
通
じ
て
弘
く
行
は
れ
た
神
社
合
祀
と
い
ふ
政
策
の
、

大
切
な
る
信
仰
的
根
拠
で
あ
ら
う
か
と
思
っ
て
居
り
ま
す
」
（
定
本
第
一
○

巻
、
三
七
八
頁
）
、

以
前
に
は
神
社
合
祀
の
励
行
と
謂
っ
て
、
つ
と
め
て
こ
の
氏
子
の
団
体
を

大
き
く
し
よ
う
と
す
る
企
て
も
あ
っ
た
が
、
結
果
か
ら
見
て
ど
う
も
成
功
と

は
言
へ
な
い
。
多
く
の
山
の
陰
や
、
谷
間
に
五
戸
、
六
戸
、
と
は
な
れ
て
住

む
人
々
は
、
新
た
に
遠
く
の
御
社
の
氏
子
に
な
る
と
い
ふ
気
に
も
な
れ
ず
、

た
ざ
今
ま
で
の
大
切
な
神
様
を
、
失
っ
た
と
い
ふ
淋
し
さ
の
み
を
感
じ
た
の

で
、
祭
の
形
は
や
や
整
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
れ
を
裏
づ
け
て
ゐ
た
信
仰
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は
衰
へ
た
も
の
が
特
に
古
風
な
片
田
舎
に
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
ふ
」
（
定
本

第
三
一
巻
、
一
七
四
頁
）

是
等
の
事
実
を
綜
合
し
て
見
ま
す
と
、
近
年
の
神
社
合
祀
は
多
く
の
住
民

を
寂
し
が
ら
せ
、
結
果
必
ず
し
も
す
べ
て
良
と
は
申
せ
ま
せ
ん
が
、
是
は
全

く
も
と
あ
っ
た
考
へ
方
を
失
っ
て
居
る
ま
画
だ
っ
た
か
ら
で
、
説
く
に
方
法

を
以
て
す
れ
ば
、
古
人
が
思
っ
て
居
た
や
う
な
心
持
を
抱
く
こ
と
が
出
来
れ

ば
、
此
後
も
或
は
な
ほ
可
能
な
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
（
定
本
第
一
○
巻
、

三

九

一

頁

）

以
上
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
明
治
政
府
の
政
策
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
理
想

的
な
神
社
合
祀
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
見
解
を
の
べ
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。

（

蝿

）

（

Ｍ

）

（

喝

）

そ
の
他
に
も
、
土
岐
昌
訓
、
千
葉
正
士
、
沼
部
春
友
、
谷
岡
（
櫻
井
）
治

（

略

）

（

Ⅳ

）

（

咽

）

（

均

）

男
・
森
安
仁
、
大
藤
時
彦
、
鈴
木
通
大
を
は
じ
め
、
近
年
で
は
、
田
中
宣
一
、

（

鋤

）

（

別

）

（

躯

）

（

邪

）

（

型

）

櫻
井
治
男
、
岸
本
昌
良
、
喜
多
村
理
子
、
時
枝
務
、
阪
本
是
丸
、
関
口

（

妬

）

靖
之
の
諸
氏
に
よ
っ
て
、
神
社
合
祀
が
中
心
で
あ
る
が
研
究
が
進
ん
で
き
て

い
る
。
な
か
で
も
、
岸
本
は
「
神
社
合
祀
は
国
家
が
ひ
き
お
こ
し
た
事
件
で
あ

る
以
上
、
全
体
の
見
通
し
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
政
府
の
神
社
合

併
奨
励
の
指
示
を
受
け
て
、
実
際
に
推
進
し
た
の
は
府
県
で
あ
る
た
め
、
『
神

（

妬

）

社
合
祀
』
は
各
府
県
毎
に
位
相
が
異
な
る
」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。

さ
て
、
神
社
合
祀
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
を
は
じ
め
宗
教
学
の
分
野
で
い
ろ
い

ろ
と
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
紹
介
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
一

方
で
神
社
復
祀
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
少
く
、
と
り
わ
け
そ
の
神
社
復
祀
に
関
す

（

”

）

る
研
究
で
は
宗
教
学
者
で
あ
る
櫻
井
治
男
の
活
躍
が
め
ざ
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

復

祀

と

は

何

か

で
は
、
「
神
社
復
祀
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
を
、
最
初
に
規

定
し
て
お
き
た
い
。
前
回
の
論
考
で
は
、
テ
ー
マ
に
該
当
す
る
適
切
な
タ
ー
ム

が
見
あ
た
ら
ず
、
「
分
祀
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
際

に
、
「
あ
る
神
社
が
ほ
か
の
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
後
に
、
ま
た
元
に
戻
っ
て
以

前
の
状
態
に
な
る
こ
と
」
と
し
、
さ
ら
に
「
本
社
と
同
一
祭
神
を
勧
請
し
て
、

新
し
く
別
に
神
社
を
建
立
し
て
祀
る
と
い
う
従
来
の
分
祀
と
は
、
ち
が
う
意
味

で
あ
る
」
と
規
定
し
た
。
今
回
は
、
こ
の
「
分
祀
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
か
え
て
、

櫻
井
治
男
が
提
唱
し
た
「
復
祀
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
氏
に
よ
れ
ば
、

神
社
復
祀
と
は
「
明
治
末
期
の
神
社
整
理
に
よ
っ
て
神
社
が
合
併
合
祀
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
鎮
守
（
神
社
）
を
消
失
し
た
氏
子
（
地
域
住
民
）
が
、
後
に
な
っ

げ
ん
に
櫻
井
は
、
合
祀
さ
れ
て
し
ま
っ
た
神
社
の
氏
子
が
、
そ
の
跡
地
を
遙

拝
所
と
し
て
、
祭
祀
を
営
み
続
け
て
き
た
事
例
や
、
合
祀
に
よ
っ
て
忍
び
な
い

淋
し
さ
を
味
わ
さ
れ
た
神
社
の
氏
子
が
、
戦
後
に
な
っ
て
復
祀
の
式
を
行
な
っ

て
、
以
前
の
神
社
を
ム
ラ
に
復
活
さ
せ
た
と
い
う
事
例
、
豊
富
な
神
社
文
書
等

を
駆
使
し
て
神
社
復
祀
の
実
態
お
よ
び
そ
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
い

え
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
事
例
は
全
国
の
到
る
と
こ
ろ
で
伝
承
さ
れ

て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
で
き
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
復
祀
復
祀
の
問
題
に
つ
い
て
、
神
奈
川
県
下
に
お
け
る
事
例

を
中
心
に
あ
げ
な
が
ら
、
神
社
合
祀
後
、
地
域
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し

て
復
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
把
握
し
た
い
。
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表各府県に於ける三期の社・寺・堂の変化率

協 ~
~~~~~~~J、 ’

合祀前期
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②
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④
⑤
※

ｊ注ぐ 合祀前期の東京・神奈川の社寺堂の変化は神奈川が東京へ三多摩を移籍したため。

山梨では明治26年に神社合併をした（後述)。

鹿児島は寺院数が少ないため、わずかの変化でも大きくあらわれる。

鹿児島には仏堂の類は統計上存在しない。

宮崎にも仏堂が少なく、 2→34になったため。

北海道・沖縄は歴史的個性が異なるため含まず。

（この表は、岸本昌良著「『神社合祀」の実態」より）
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て
合
祀
さ
れ
た
『
元
の
神
社
』
を
旧
地
に
再
建
す
る
行
動
」
と
規
定
し
て
い
る
。

従
来
、
こ
の
行
動
は
、
復
旧
、
分
祀
、
再
興
、
分
離
復
旧
、
復
興
再
立
な
ど
、

表
現
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
が
適
切
で
は
な
い
と
い
う

（

犯

）

立
場
か
ら
、
氏
が
こ
の
テ
ク
’
一
カ
ル
タ
ー
ム
を
あ
ら
た
に
造
語
し
た
。

神
社
合
祀
（
神
社
整
理
政
策
）
と
そ
の
タ
イ
プ

神
社
合
祀
の
様
相
に
つ
い
て
、
大
藤
時
彦
は
、
和
歌
山
県
の
こ
と
を
南
方
熊

楠
の
著
書
を
引
用
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

日
置
川
筋
で
は
三
十
社
四
十
社
を
一
社
に
あ
つ
め
、
悉
く
そ
の
神
林
を
伐

っ
た
所
が
多
く
、
村
民
が
あ
ら
た
に
神
社
に
詣
で
る
に
は
往
復
五
里
、
甚
だ

し
き
は
十
里
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
祭
り
の
幟
な
ど
の
染
物
屋
を

は
じ
め
、
果
物
屋
・
菓
子
屋
な
ど
は
、
神
社
が
な
く
な
っ
て
い
ず
れ
も
失
業

し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
も
と
官
公
吏
だ
っ
た
者
が
、
他
県
か
ら
商
売
人
を
誘

い
き
た
っ
て
、
訴
訟
を
お
こ
し
て
ま
で
、
山
林
と
い
う
山
林
を
み
な
濫
伐
し

て
し
ま
っ
た
。
無
頼
の
に
ん
そ
く
は
林
中
に
充
満
し
て
風
紀
を
み
だ
し
、
伐

出
し
た
跡
は
植
林
す
る
で
も
な
く
、
荒
涼
た
る
戦
場
の
よ
に
な
り
、
学
問
上

貴
重
な
植
物
林
も
絶
滅
し
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
神
社
合
併
の
最
も

甚
だ
し
か
っ
た
諸
県
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
大
阪
毎
日
」
一
九
二
年
（
明
治
四
四
年
）
六
月
二
五
日
号
に
よ
る

県

名

現

在

社

滅

却

社

三

菫

九

四

二

五

・

五

四

七

以
上
の
こ
と
か
ら
、
神
社
合
祀
の
結
果
、
も
た
ら
さ
れ
た
弊
害
が
具
体
的
に

指
摘
さ
れ
、
復
祀
の
方
向
へ
動
き
出
し
て
い
る
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
新
政
府
が
近
代
国
家
を
め
ざ
す
た
め
に
推
進
さ
せ
た
政
策

に
、
町
村
の
再
編
成
と
、
神
社
（
小
祠
）
の
統
合
と
い
う
二
つ
が
あ
っ
た
。

明
治
末
期
に
実
施
さ
れ
た
神
社
合
祀
は
、
各
府
県
に
よ
り
大
き
な
差
が
が
あ

り
一
律
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
重
、
埼
玉
、
愛
媛
、
和
歌
山
な
ど
は

神
社
合
祀
が
著
し
い
県
で
あ
り
、
青
森
、
岩
手
、
長
崎
な
ど
は
少
な
い
県
で
あ

る
。
内
務
省
の
意
図
は
、
次
の
よ
う
な
二
点
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

（
１
）
神
社
合
祀
に
よ
り
一
社
当
た
り
の
経
済
的
基
盤
を
確
立
し
祭
祀
を
厳

重
に
行
わ
せ
る
こ
と

（
２
）
一
村
の
中
心
に
神
社
を
お
く
こ
と
に
よ
り
自
治
体
の
団
結
を
強
化
す
る

こ

と
結
局
こ
の
神
社
合
併
は
途
中
で
停
止
し
て
し
ま
っ
た
が
、
府
県
に
よ
っ
て

は
ほ
と
ん
ど
実
施
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
ま
た
一
度
廃
止
し
た
神
社
も

後
日
に
な
っ
て
遙
拝
所
の
名
目
で
復
活
し
た
り
、
社
殿
を
再
興
し
た
り
す
る

よ
う
に
な
っ
た
」
（
大
藤
、
一
九
五
四
、
四
五
四
’
四
五
五
頁
）

和
歌
山

愛

媛

埼

玉

長

野

三三二
● ● ●

八五○七
三○二九
四八七○

二
・
九
二
三

三
・
三
四
九

三
・
八
六
九

二
・
九
九
七
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そ
の
結
果
、
も
た
ら
さ
れ
た
神
社
合
祀
に
は
、
大
別
す
る
と
三
つ
の
タ
イ
プ

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｉ
旧
村
内
に
あ
る
小
祠
な
ど
を
村
鎮
守
へ
合
祀
す
る
タ
イ
プ

Ⅱ
数
ヶ
村
に
わ
た
り
整
理
し
、
そ
の
中
の
一
社
に
他
の
神
社
を
合
祀
す
る

タ

イ

プ

Ⅲ
数
ヶ
村
に
わ
た
り
整
理
し
、
新
た
に
一
社
を
設
け
る
タ
イ
プ

以
上
の
三
タ
イ
プ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
な
か
で
も
Ⅱ
の
タ
イ
プ
が
現

実
に
は
多
く
の
地
域
社
会
で
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
、
町
村
合
併
や
神
社
合
祀
に
よ
っ
て
氏
子
区
域
が
変
化
し
た
り
、
そ

れ
に
と
も
な
い
、
住
民
の
信
仰
生
活
に
も
多
く
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
神
社
合
祀
お
よ
び
神
社
復
祀
に
つ
い
て
、

民
俗
学
の
視
点
か
ら
、
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
と
同
時
に
神
社
（
鎮
守
）
に
対

す
る
地
域
住
民
の
意
識
に
つ
い
て
を
解
明
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
神
奈
川
県
下
に
お
け
る
神
社
復
祀
の
事
例
を
中
心
に
紹
介
し
、
そ

の
要
因
な
ど
を
考
え
て
み
た
い
。

神

社

復

祀

の

諸

相

と

そ

の

要

因

こ
こ
に
紹
介
す
る
事
例
は
、
神
奈
川
県
を
中
心
と
し
て
、
こ
こ
ま
で
に
管
見

で
き
た
「
民
俗
調
査
報
告
書
」
、
「
民
俗
誌
」
や
「
郷
土
誌
」
の
類
か
ら
集
め
た

も
の
と
筆
者
の
調
査
に
よ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
神
社
復
祀
」
の
諸
相
を
お

お
む
ね
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

事
例
回
横
浜
市
緑
区
旧
荏
田
村
（
荏
田
町
）
は
、
小
黒
・
渋
沢
・
柚
木
・

宿
の
四
谷
戸
か
ら
な
っ
て
お
り
、
荏
田
全
体
の
総
鎮
守
と
し
て
、
剣
神
社
が
信

仰
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
社
に
、
大
正
二
年
一
二
月
一
○
日
に
、
渋
沢
谷
戸
の

十
二
社
権
現
、
柚
木
の
熊
野
権
現
社
、
小
黒
谷
戸
の
神
明
社
・
八
幡
社
、
宿
の

赤
城
神
社
が
合
祀
さ
れ
た
。
柚
木
の
ヤ
ト
ミ
ャ
で
あ
っ
た
熊
野
権
現
社
を
合
祀

後
、
そ
の
祠
で
稲
荷
を
祭
っ
た
と
こ
ろ
、
崇
り
が
あ
っ
た
の
で
祭
り
な
お
し
て
、

（

鯛

）

再
び
権
現
を
祀
っ
て
い
る
。

柚
木
で
は
、
熊
野
権
現
社
を
祭
祀
し
て
い
た
が
、
神
社
合
祀
後
、
そ
の
跡
地

で
稲
荷
を
祀
っ
た
ら
、
崇
り
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
剣
神
社
か
ら
熊
野
権
現
社

を
戻
し
て
再
び
祀
っ
て
い
る
。

事
例
回
平
塚
市
旧
神
田
村
大
神
の
十
三
軒
・
七
軒
と
い
う
ム
ラ
で
祀
っ
て

い
る
御
嶽
神
社
は
、
明
治
四
一
年
頃
、
寄
木
神
社
へ
合
祀
さ
れ
た
が
、
四
、
五

年
も
た
た
ぬ
う
ち
に
崇
り
が
あ
っ
て
再
び
分
離
し
た
。
ま
た
ム
ラ
人
の
夢
の
中

に
御
嶽
さ
ん
が
現
わ
れ
て
、
も
と
の
場
所
へ
帰
り
た
い
と
い
わ
れ
た
か
ら
だ
と

（

帥

）

志
）
い
》
っ
。

事
例
回
平
塚
市
旧
神
田
村
田
村
の
上
町
で
祀
っ
て
い
る
天
模
宮
は
、
明
治

時
代
に
八
坂
神
社
へ
い
っ
た
ん
合
祀
し
た
が
、
も
と
の
社
地
で
あ
る
隣
家
め
人

の
夢
枕
に
天
模
宮
さ
ん
が
立
た
れ
た
の
で
、
大
正
初
期
に
も
と
の
場
所
に
戻
し
、

（

趾

）

現
在
ま
で
祀
り
続
け
て
い
る
。

事
例
囚
三
浦
郡
葉
山
町
旧
下
山
口
村
で
は
、
茅
木
山
の
権
現
様
を
、
大
正

時
代
に
村
の
氏
神
で
あ
る
神
明
社
に
合
祀
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
内
密
に
再

（

鋤

）

び
元
に
戻
し
て
し
ま
っ
た
。
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事
例
回
座
間
市
皆
原
の
金
比
羅
社
は
、
明
治
四
三
年
九
月
、
鈴
鹿
明
神
社

に
合
祀
さ
れ
た
が
、
こ
の
合
祀
に
関
係
し
た
役
員
の
家
が
次
々
と
火
災
に
遭
い
、

こ
れ
は
金
比
羅
様
の
崇
り
だ
と
い
う
の
で
、
大
正
一
○
年
ご
ろ
、
元
の
所
へ
戻

（

銘

）

~

し
て
祀
っ
た
と
う
。

事
例
回
座
間
市
芹
沢
の
山
王
神
社
は
、
明
治
の
代
に
な
り
栗
原
神
社
に
寄

せ
宮
し
た
が
明
治
三
○
年
ご
ろ
、
芹
沢
に
疫
病
が
流
行
し
た
の
で
、
旧
の
場
所

（

弧

）

へ
戻
し
祀
っ
た
と
い
う
。

事
例
回
愛
甲
郡
愛
川
町
半
原
の
日
向
に
あ
る
川
北
諏
訪
神
社
は
、
明
治
の

神
社
合
併
の
時
に
半
原
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
が
、
日
向
の
人
達
が
、
ど
う
し
て

（

妬

）

も
地
元
に
祀
り
た
い
と
い
っ
て
、
再
び
日
向
の
旧
地
に
祀
っ
た
。

事
例
回
愛
甲
郡
愛
川
町
角
田
の
下
ノ
街
道
に
あ
る
天
王
社
は
、
八
幡
神
社

に
合
祀
さ
れ
て
い
た
が
、
下
ノ
街
道
で
大
正
九
年
頃
病
人
が
続
出
し
た
の
で
、

（

錦

）

元
の
敷
地
に
お
さ
め
た
。

事
例
回
足
柄
上
郡
山
北
町
諸
淵
に
は
熊
野
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
明
治

時
代
に
合
祀
し
た
あ
と
、
大
蔵
野
で
は
遠
い
か
ら
と
い
っ
て
、
戦
後
小
さ
い
祠

（

師

）

を
作
り
戻
し
た
。

事
例
回
足
柄
上
郡
山
北
町
谷
戸
で
祀
ら
れ
て
い
た
八
幡
さ
ん
は
、
須
賀
神

社
に
合
祀
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
三
、
二
四
年
頃
、
諸
淵
の
熊
野
神
社
と
一

緒
に
戻
し
た
と
い
う
。
当
時
、
カ
ギ
ト
リ
（
鍵
取
り
）
の
家
に
幟
が
し
ま
っ
て

あ
り
、
家
の
者
が
弱
か
っ
た
。
そ
こ
で
婦
人
会
で
布
を
買
っ
て
幟
の
縄
を
縫
い

直
し
て
、
幟
を
作
り
立
て
て
貰
い
た
い
と
い
っ
た
ら
、
幟
を
立
て
る
の
な
ら
ご

（

犯

）

神
体
を
戻
し
て
貰
お
う
で
な
い
か
と
い
っ
て
戻
し
た
と
い
う
。

事
例
回
足
柄
上
郡
山
北
町
峯
で
は
、
明
治
時
代
須
賀
神
社
へ
合
祀
す
る
前

は
、
金
山
さ
ん
・
山
の
神
さ
ん
・
稲
荷
さ
ん
の
三
つ
の
祠
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

流
行
病
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
金
山
さ
ん
が
お
こ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
須

（

調

）

賀
神
社
か
ら
持
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

事
例
回
足
柄
上
郡
山
北
町
箒
沢
の
氏
神
は
、
熊
野
神
社
で
、
も
と
宮
の
田

の
所
に
あ
っ
た
第
六
天
が
合
祀
さ
れ
て
い
る
。
明
治
四
一
年
中
川
村
の
大
室
生

（

㈹

）

神
社
に
合
祀
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
棟
札
・
小
祠
を
残
し
た
。

事
例
画
川
崎
市
幸
区
で
は
、
女
体
神
社
が
、
大
正
年
間
、
近
く
の
神
明
大

（

似

）

明
神
に
合
併
さ
れ
た
が
、
旧
氏
子
の
願
い
に
よ
り
、
元
の
地
に
戻
っ
た
。

事
例
回
大
和
市
福
田
で
は
、
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
）
に
日
枝
社
（
境

橋
）
と
子
之
社
（
山
下
）
が
合
祀
し
て
福
田
神
社
と
な
っ
た
。
こ
の
両
社
は
、

明
治
初
年
に
す
で
に
合
祀
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
日
枝
社
が
元
の
地
に
戻
っ

て
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
別
に
祀
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に

厚
木
飛
行
場
の
拡
張
に
伴
っ
て
境
橋
の
集
落
が
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
、
再
び

（

蛇

）

合
祀
し
た
が
、
戦
後
ま
た
復
祀
し
た
。

事
例
囮
大
和
市
深
見
で
は
、
一
九
○
九
年
（
明
治
四
二
）
に
鹿
島
社
と
諏

訪
社
が
合
祀
し
て
深
見
神
社
と
な
っ
た
。
合
祀
後
、
諏
訪
社
の
跡
地
を
畑
に
開

墾
し
た
が
、
そ
れ
を
実
施
し
た
関
係
者
が
病
気
に
な
っ
た
り
、
不
幸
に
な
っ
た

り
し
た
た
め
に
、
あ
ら
た
め
て
記
念
の
碑
を
建
立
し
、
そ
の
後
復
祀
し
て
諏
訪

（

偲

）

神
社
を
祀
り
、
そ
の
境
内
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

事
例
囮
町
田
市
小
野
路
で
は
、
浅
間
神
社
が
明
治
末
年
に
小
野
神
社
に
合

祀
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
神
体
が
小
野
神
社
の
・
堂
に
放
り
込
ま
れ
た
ま
ま
に
な
っ
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て
い
た
の
で
、
萩
久
保
・
平
久
保
等
の
人
々
に
は
堪
え
が
た
く
、
長
ら
く
復
祀

の
運
動
を
続
け
た
結
果
、
よ
う
や
く
元
の
山
上
に
あ
る
社
地
に
新
し
く
祠
を
つ

（

“

）

く
り
、
野
津
田
神
社
及
び
下
小
山
田
の
上
根
神
社
か
ら
御
霊
を
移
し
祀
っ
た
。

事
例
回
横
浜
市
磯
子
区
矢
部
野
（
現
洋
光
台
）
で
は
、
金
山
神
社
が
明
治

四
五
年
五
月
一
五
日
に
栗
木
の
日
枝
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
の
で
、
村
祭
り
が
遠

く
離
れ
た
栗
木
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
矢
部
野
の
人
び

と
は
旧
社
地
で
蔭
祭
り
を
し
、
二
重
の
祭
礼
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ふ

だ
ん
の
宮
参
り
も
不
便
だ
っ
た
の
で
、
昭
和
二
二
年
四
月
二
六
日
に
信
教
も
自

由
に
な
っ
た
し
、
神
社
が
戻
っ
て
く
る
と
蔭
祭
り
を
し
な
い
で
本
祭
り
が
で
き

る
な
ど
の
理
由
で
旧
社
地
に
神
様
を
戻
し
、
矢
部
野
神
社
と
し
た
が
、
昭
和
三

（

妬

）

二
年
に
社
殿
の
造
営
し
た
際
に
金
山
神
社
と
改
め
た
。

事
例
囮
横
浜
市
磯
子
区
田
中
で
は
、
御
嶽
社
と
神
明
社
が
明
治
四
五
年
に

栗
木
の
日
枝
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
氏
神
が
遠
く
な
っ
て
、
例
祭
、

初
詣
、
宮
参
り
な
ど
に
不
便
だ
っ
た
の
で
、
自
分
た
ち
の
氏
神
が
な
く
な
っ
た

よ
う
な
気
が
し
て
寂
し
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
例
祭
は
栗
木
で
お
こ
な
わ

れ
て
も
、
昔
か
ら
お
こ
な
っ
て
い
た
御
嶽
社
の
例
祭
日
に
蔭
祭
り
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
元
の
場
所
に
戻
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
昭
和
二
二
年
に
御
嶽
社
の
旧
社
地
に
仮
殿
を
建
て
て
二
社
を
祀
り
、
社
名

（

媚

）

も
村
名
を
と
っ
て
田
中
神
社
と
し
た
。

以
上
の
ほ
か
に
も
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
な
い
各
地
の
事
例
が
集
め
ら
れ
て
い

る
が
、
内
容
的
に
変
わ
り
な
い
の
で
割
愛
し
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
事
例
２
と
３
で
は
、
ム
ラ
人
の
夢
の
中
に
氏
神
さ
ん
が
現
わ
れ
て
、

も
と
の
場
所
に
帰
り
た
い
と
い
わ
れ
た
の
で
、
跡
地
に
そ
れ
ぞ
れ
氏
神
を
復
祀

し
て
い
る
。
ま
た
事
例
２
で
は
、
事
例
１
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
崇
り
が
復
祀

の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

事
例
５
で
も
崇
り
が
復
祀
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
が
、
合
祀
に
関
係
し
た
人
々

だ
け
に
崇
り
の
被
害
が
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
こ
と
は
、
神
社
合
祀

に
際
し
て
協
力
し
た
人
び
と
に
対
し
て
、
一
般
の
ム
ラ
人
が
不
快
に
感
じ
て
い

た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
事
例
６
で
は
、
疫
病
が
流
行
し
た
こ

と
を
復
祀
の
要
因
と
し
て
い
る
。
確
か
に
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
に
は
全

国
的
に
赤
痢
が
流
行
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
原
因
を
神
社
合
祀
に
求
め
た
こ
と

は
理
解
で
き
よ
う
。

事
例
７
は
、
事
例
４
と
同
じ
種
類
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
ム
ラ
人
に
と
っ
て
、

自
分
た
ち
が
先
祖
代
々
祀
っ
て
き
た
氏
神
さ
ん
に
は
離
別
し
が
た
い
崇
敬
の
念

を
い
つ
ま
で
も
抱
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
機
会
が
あ
れ
ば
、
元

の
場
所
に
再
び
祀
り
た
い
と
い
う
潜
在
的
な
願
望
と
結
び
つ
い
て
、
復
祀
す
る

行
動
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
例
８
で
は
、
病
人
が
続
出
し
て
、
元
の
場
所
に

戻
し
て
祀
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
疫
病
が
流
行
し
て
、
跡
地
へ
戻
し
て

祀
っ
て
い
る
事
例
６
と
、
全
く
同
じ
で
あ
る
。

事
例
９
も
、
事
例
３
や
７
と
同
じ
例
で
あ
ろ
う
。
事
例
ｕ
、
事
例
６
や
８
と

同
じ
よ
う
に
病
人
が
出
て
、
そ
の
こ
と
が
復
祀
へ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。

事
例
岨
も
、
事
例
６
，
８
、
事
例
ｕ
と
同
じ
系
統
の
実
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

鍵
取
り
と
い
う
神
社
に
深
い
関
係
の
あ
る
家
の
者
の
中
に
、
体
が
弱
い
者
が
出
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そ
の
他
に
も
、
内
密
に
再
び
元
に
戻
し
て
し
ま
っ
た
と
か
、
ど
う
し
て
も
旧

地
に
戻
し
て
祀
り
た
い
と
か
、
跡
地
に
棟
札
と
小
祠
を
は
じ
め
か
ら
残
し
て
い

た
事
例
な
ど
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
ム
ラ
人
た
ち
が
機
会
が
到
来
す
れ
ば
、
氏
神
さ
ん
を
元
の
場
所

（
跡
地
）
に
戻
し
て
、
再
び
祀
り
た
い
と
い
う
潜
在
的
意
識
の
表
出
で
あ
る
事

例
群
は
、
復
祀
の
直
接
的
要
因
で
あ
り
、
ま
た
崇
り
や
夢
枕
と
い
う
形
で
あ
ら

わ
れ
た
事
例
群
は
、
復
祀
の
間
接
的
要
因
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
要
因
を
、
櫻
井
が
三
重
県
の
『
分
祀
調
書
』
を
用
い
て
、
分
析
し
た

て
き
て
い
る
こ
と
は
、
か
た
ち
こ
そ
違
う
が
事
例
５
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
崇

り
が
表
出
し
た
一
例
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
事
例
ｕ
で
も
流
行

病
が
起
き
た
の
は
、
合
祀
さ
れ
た
金
山
さ
ん
が
怒
っ
た
か
ら
だ
と
伝
承
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
も
崇
り
の
表
出
で
あ
る
こ
と
を
例
示
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

↓

疫

病

・

流

行

病

な

ど

の

病

人

と

い

う

形

で

表

出

４
・
氏
子
の
現
実
観
↓
氏
神
が
遠
隔
地
で
あ
る
と
い
う
形
で
表
出

３
．
氏
子
に
災
い
を
も
ら
た
ら
す

１
・
合
祀
さ
れ
た
氏
神
が
怒
る

↓

崇

り

と

い

う

形

で

表

出

２
・
合
祀
さ
れ
た
氏
神
が
元
に
戻
り
た
が
る

↓

夢

の

中

に

現

わ

れ

る

と

い

う

形

で

表

出

結
果
の
一
部
と
、
比
較
す
る
と
大
方
の
と
こ
ろ
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ

（
岬
）

か
る
・
そ
の
復
祀
の
要
因
を
、
対
比
さ
せ
る
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
ム
ラ
人
は
神
社
合
祀
後
は
、
復
祀
す
る
機
会
を
密
か
に

念
願
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
表
徴
と
し
て
、
合
祀
後
の
跡
地
を
遙
拝
所

と
し
て
祭
祀
を
営
み
続
け
た
こ
と
や
、
二
、
三
の
石
を
残
し
て
跡
地
が
消
滅
し

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
に
列
挙
し
た
神
社
復
祀
の
事
例
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
な
こ

と
が
、
大
き
な
契
機
と
な
っ
て
復
祀
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
ま

ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

神
社
が
あ
る
ム
ラ
と
神
社
が
な
い
ム
ラ

こ
こ
で
は
、
神
社
復
祀
の
諸
相
を
前
述
し
て
き
た
が
、
つ
ぎ
に
こ
の
神
社
復

祀
に
つ
い
て
、
各
ム
ラ
で
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
き
た
の
か
を
調
査
に
よ
っ

【

神

奈

川

県

の

場

合

】

【

三

重

県

の

場

合

】

①

崇

り

が

あ

っ

た

①

参

拝

不

便

②

夢

の

中

（

夢

枕

）

に

現

れ

た

②

物

淋

し

さ

・

寂

莫

感

③

病

人

（

疫

病

・

流

行

病

）

が

出

た

③

氏

神

へ

の

思

慕

④

参

拝

不

便

④

病

気

・

死

者

・

火

災

な

ど

の

事

故

⑤

旧

地

へ

の

思

慕

⑤

旧

社

地

保

存

・

追

慕
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な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

神
社
が
な
い
ム
ラ
ー
平
塚
市
士
屋
の
場
合
ｌ

平
塚
市
土
屋
は
秦
野
市
に
隣
接
す
る
地
域
で
、
大
寺
分
（
寺
分
・
早
田
・
人

増
）
、
大
庶
子
分
（
上
庶
子
・
中
庶
子
・
下
庶
子
・
小
熊
・
遠
藤
原
）
、
総
領
分

（
上
谷
・
脇
・
八
坂
下
・
琵
琶
）
、
上
総
領
（
上
屋
・
中
川
・
仲
手
・
下
屋
・
中

入
）
の
四
地
区
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
士
屋
地
区
で
は
、
神
社
合
祀
や

復
祀
の
様
相
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

上
惣
領
（
矢
沢
）
の
鎮
守
愛
宕
神
社
は
、
一
九
一
二
年
（
明
治
四
五
年
）
に

小
熊
の
熊
野
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
。
戦
後
に
復
祀
さ
れ
、
社
殿
は
一
九
五
四
年

（
昭
和
二
七
）
に
再
建
し
た
。
合
祀
の
際
に
は
、
小
熊
か
ら
来
た
神
輿
に
ミ
タ

マ
を
入
れ
て
、
矢
沢
の
人
た
ち
が
そ
の
神
輿
を
担
い
で
帰
っ
て
来
た
そ
の
後
、

七
五
三
の
祝
い
や
、
婚
礼
後
の
宮
参
り
の
時
な
ど
に
は
小
熊
の
熊
野
神
社
ま
で

行
っ
て
い
た
が
、
や
は
り
遠
す
ぎ
る
の
で
、
部
落
の
総
意
と
し
て
戻
す
こ
と
に

て
具
体
的
に
捉
え
る
た
め
に
調
査
地
域
を
設
定
し
、
そ
こ
で
そ
の
態
様
を
概
観

す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
と
く
に
調
査
地
域
と
し
て
は
、
神
社
合
祀
政
策
が
強

固
に
推
進
さ
れ
た
地
域
と
比
較
的
緩
や
か
で
地
域
と
を
意
識
的
に
選
び
、
し
か

も
、
こ
こ
で
は
、
復
祀
が
お
こ
な
わ
れ
た
地
域
を
「
神
社
が
あ
る
ム
ラ
」
と
し
、

復
祀
が
さ
れ
な
か
っ
た
地
域
を
「
神
社
が
な
い
ム
ラ
」
と
規
定
し
た
。
今
回
は
、

そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
、
民
間
信
仰
・
年
中
行
事
・
通
過
儀
礼
な
ど

と
関
連
さ
せ
た
具
体
的
な
調
査
報
告
に
つ
い
て
は
、
次
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

ま
た
、
庶
子
分
の
上
庶
子
で
は
、
か
つ
て
は
ジ
ュ
ウ
｜
一
ソ
と
い
う
所
に
十
二

所
権
現
を
祀
っ
て
い
た
。
土
屋
弥
三
郎
な
る
者
が
熊
野
か
ら
熊
野
神
社
を
勧
請

し
た
時
、
一
緒
に
十
二
社
権
現
を
祀
り
、
そ
の
士
地
を
ジ
ュ
ウ
｜
一
ソ
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
と
伝
え
る
。
こ
の
神
社
は
熊
野
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
中
庶
子
に

は
、
昔
、
土
屋
小
学
校
の
裏
に
第
六
天
神
社
が
あ
っ
て
み
ん
な
で
祀
っ
て
い
た
。

こ
れ
も
熊
野
神
社
に
合
祀
し
た
の
で
今
は
な
い
。
道
化
神
社
と
も
い
う
。
下
庶

子
に
は
、
建
軍
神
社
を
祀
っ
て
い
た
と
い
う
。

大
庶
子
分
の
小
熊
に
あ
る
熊
野
神
社
は
、
土
屋
の
村
鎮
守
で
あ
っ
た
が
、
早

田
、
人
増
、
矢
沢
（
上
惣
領
）
は
復
祀
し
て
、
近
年
、
熊
野
神
社
の
氏
子
を
脱

け
て
い
る
。
遠
藤
原
は
、
道
路
で
中
井
町
と
平
塚
市
に
分
か
れ
、
中
郡
中
井
町

分
を
ウ
ワ
ブ
ン
、
平
塚
市
分
を
シ
タ
ブ
ン
と
い
う
。
ウ
ワ
ブ
ン
は
日
吉
神
社
、

シ
タ
ブ
ン
は
小
熊
の
熊
野
神
社
を
祀
る
。
シ
タ
ブ
ン
だ
け
で
祀
る
神
社
は
な
く
、

上
庶
子
の
ジ
ュ
ウ
｜
一
ソ
と
一
緒
に
な
っ
て
昔
は
十
二
社
権
現
を
祀
っ
て
い
た
。

大
寺
分
の
寺
分
は
八
坂
神
社
祀
っ
て
い
た
が
、
熊
野
神
社
に
合
祀
し
た
ま
ま

で
あ
る
。
早
田
は
、
造
化
神
社
（
第
六
天
）
を
熊
野
神
社
に
合
祀
し
て
あ
っ
た

が
、
最
近
、
元
に
戻
し
た
。
人
増
は
、
昔
か
ら
神
社
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

惣
領
分
全
体
の
神
社
は
、
八
坂
神
社
（
天
王
様
）
で
あ
る
。
八
坂
神
社
を
熊

野
神
社
に
寄
せ
宮
を
し
て
い
る
間
は
、
惣
領
分
の
祭
礼
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
熊
野
神
社
は
遠
く
、
祭
り
の
時
も
そ
の
気
分
が
な
く
、
さ
み
し
か
っ

た
と
い
う
。
祭
り
の
客
が
あ
っ
て
も
遠
い
の
で
余
興
な
ど
を
見
に
行
く
に
も
時

間
が
か
か
っ
た
。
八
坂
神
社
を
戻
す
話
合
い
は
一
年
間
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
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神
社
が
な
い
ム
ラ
ー
三
重
県
度
会
郡
度
会
町
の
場
合
ｌ

調
査
地
の
度
会
町
は
、
伊
勢
市
に
隣
接
す
る
度
会
郡
の
中
央
に
位
置
し
、
伊

勢
湾
に
注
ぐ
宮
川
流
域
の
両
岸
に
集
落
が
連
な
っ
て
い
る
。
一
九
五
五
年
（
昭

和
三
○
）
、
内
城
田
村
・
中
川
村
・
小
川
郷
村
・
市
之
瀬
村
の
四
力
村
が
合
併

し
て
度
会
村
が
誕
生
し
、
一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
）
に
町
制
施
行
に
よ
っ
て

度
会
町
に
な
っ
て
現
在
に
至
る
。
生
業
は
水
田
耕
作
で
あ
る
が
、
杉
、
桧
、
シ

イ
タ
ケ
、
度
会
茶
な
ど
の
特
産
物
と
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

旧
内
城
田
村
地
区
は
、
葛
原
、
大
野
木
、
棚
橋
、
牧
戸
、
平
生
、
大
久
保
、

立
岡
、
鮠
川
、
下
久
具
、
上
久
具
、
田
間
、
当
津
、
茶
屋
広
の
各
区
に
分
か
れ

て
い
る
。
各
地
の
鎮
守
は
、
ほ
と
ん
ど
の
地
区
が
八
柱
神
社
を
祀
っ
て
い
た
が
、

一
九
○
八
年
（
明
治
四
一
）
、
町
の
中
心
地
で
あ
る
棚
橋
の
八
柱
神
社
へ
旧
内

城
田
村
の
各
神
社
を
合
併
し
て
、
内
城
田
神
社
と
改
称
し
て
、
現
在
に
至
っ
て

い
る
。
合
併
さ
れ
た
地
域
に
は
、
牧
戸
の
よ
う
に
そ
の
跡
地
に
記
念
碑
が
残
さ

れ
い
た
り
、
ま
た
葛
原
、
田
間
、
下
久
具
な
ど
で
は
、
「
遙
拝
所
」
が
設
置
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
興
味
深
い
点
は
遥
拝
所
の
背
景
に
氏
神
が
あ
る
の
で
、

自
然
と
遙
拝
所
を
拝
む
と
、
氏
神
も
拝
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
居
住
す
る
人
び
と
は
ほ
と
ん
ど
が
神
社
と
い
え
ば
棚
橋
に
あ
る
内

城
田
神
社
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
氏
神

以
外
に
伊
勢
神
宮
の
摂
社
で
あ
る
久
具
都
比
売
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。

神

社

整

理

政

策

の

背

景

前
述
し
た
よ
う
に
、
神
社
合
祀
後
の
復
祀
に
つ
い
て
の
研
究
は
管
見
の
及
ぶ

か
ぎ
り
、
ほ
と
ん
ど
な
く
、
復
祀
に
関
す
る
研
究
や
そ
の
報
告
も
散
見
す
る
程

度
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
神
奈
川
県
下
に
お
け
る
復
祀
の
事
例
か
ら
、
地
域
社
会

が
ど
の
よ
う
に
神
社
合
祀
を
受
け
と
め
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

若
干
の
考
察
を
加
え
る
前
に
、
神
社
合
祀
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
以
て
、
か

つ
ど
の
よ
う
な
手
順
を
経
な
が
ら
実
施
さ
れ
て
き
た
の
か
を
傭
敵
し
て
み
よ
う
。

明
治
政
政
府
に
よ
る
神
社
合
祀
政
策
の
端
緒
は
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年

の
太
政
官
布
告
で
、
「
官
社
以
下
順
序
定
額
」
、
「
郷
社
定
則
」
、
「
大
小
神
社
氏

子
取
調
規
則
」
、
「
大
小
神
社
神
官
守
札
差
出
方
心
得
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
太
政
官
布
告
で
、
神
社
は
、
「
国
家
ノ
宗
祀
」
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
、
ま
た

同
時
に
、
官
国
幣
社
か
ら
村
社
ま
で
の
社
格
が
定
め
ら
れ
、
氏
子
調
べ
な
と
が

試
み
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
明
治
政
府
は
、
内
務
省
神
社
局
の
設
置
に
伴
い
、
神

社
に
関
す
る
法
令
を
整
備
し
て
い
き
、
神
社
の
廃
止
、
合
併
、
移
転
等
を
意
味

す
る
〈
神
社
整
理
〉
の
足
場
を
築
い
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九
○
六
（
明
治

三
九
）
年
か
ら
、
神
社
整
理
の
具
体
的
な
手
統
き
を
意
味
す
る
通
牒
等
が
出
さ

れ
、
「
第
二
の
維
新
」
と
い
わ
れ
た
明
治
末
期
に
お
け
る
神
社
整
理
が
遂
行
さ

れ
た
。
猛
威
を
ふ
る
っ
た
神
社
整
理
も
在
野
で
反
対
の
声
が
強
ま
り
、
一
九
一
○

（
明
治
四
三
）
年
、
内
務
大
臣
が
神
社
合
併
の
方
針
は
決
し
て
強
制
的
な
も
の

で
は
な
い
と
訓
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
合
祀
推
進
の
政
策
は
中
止
と
な
っ

（

岨

）

た
が
、
そ
れ
以
降
も
神
社
合
祀
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
神
社
合
祀
政
策
が
な
に
故
に
遂
行
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う

し
た
政
策
が
出
て
く
る
基
盤
は
、
孝
本
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
社
界
の

「
国
家
ノ
宗
祀
」
と
し
て
の
具
現
化
へ
の
運
助
と
、
国
家
の
地
方
行
政
再
編
政
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（

蛸

）

策
と
が
合
致
し
た
と
こ
ろ
に
も
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
政
府
側
か
ら
み
れ

ば
、
神
社
合
祀
は
、
部
落
的
割
拠
の
精
神
的
基
盤
を
取
り
除
き
、
市
町
村
の
団

（

帥

）

結
強
化
を
促
進
す
る
手
段
に
な
っ
て
い
た
し
、
神
社
合
祀
政
策
は
、
「
公
共
心
」
、

（

副

）

「
協
同
一
致
」
の
精
神
を
啓
発
す
る
重
要
な
一
環
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。こ

う
し
た
政
策
を
円
滑
に
推
進
さ
せ
る
た
め
に
、
内
務
省
で
は
、
経
済
論
、

（

塊

）

敬
神
論
、
神
社
中
心
説
の
三
つ
の
論
理
で
説
得
し
て
い
っ
た
。

で
は
、
神
社
合
祀
政
策
は
神
社
に
ど
ん
な
こ
と
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
つ
は
、
神
社
の
系
統
化
が
確
立
し
た
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
は
、
い
わ
ゆ
る

「
神
」
観
念
を
宗
教
神
と
し
て
で
は
な
く
，
皇
祖
神
と
祭
敬
神
に
統
制
さ
れ
た

こ
と
で
あ
り
、
三
つ
は
、
神
社
合
祀
を
推
し
進
め
、
一
町
村
一
社
に
合
祀
す
る

こ
と
は
、
自
然
村
の
精
神
的
基
盤
を
取
り
除
き
、
町
村
の
団
結
を
強
化
し
、
町

（

弱

）

村
を
住
民
掌
握
の
単
位
と
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
三
番
目
の
こ

と
は
、
自
然
村
を
撤
去
し
、
行
政
村
の
確
立
、
す
な
わ
ち
民
俗
社
会
と
い
う
地

域
社
会
の
潰
滅
を
め
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
政
策
は
、
各
地
に
伝
承
す
る
古
来
の
宗
教
習
俗
や
民
俗

行
事
が
改
廃
さ
れ
て
衰
退
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
明
治
四
○
年
代
に
行
わ
れ
た

神
社
祭
式
の
統
一
は
、
土
地
ご
と
の
習
俗
と
結
び
つ
い
た
各
地
の
神
社
の
神
事

（

別

）

に
決
定
的
な
打
撃
を
あ
た
え
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
政
府
の
手
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
た
宗
教
的
伝
統
の
破
壊
は
、
日

本
古
来
の
伝
統
的
習
俗
や
慣
行
な
ど
を
採
訪
に
よ
っ
て
記
録
に
と
ど
め
よ
う
と

（

弱

）

す
る
柳
田
國
男
ら
に
よ
る
日
本
民
俗
学
の
提
唱
へ
の
大
き
な
動
機
に
な
っ
た
と

い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
時
代
背
景
の
も
と
で
、
南
方
熊
楠
に
よ
る
反
対
運
動
や
住
民
に
よ

る
さ
さ
や
か
な
抵
抗
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も
、

民
俗
社
会
に
お
け
る
ム
ラ
人
は
、
合
祀
の
対
象
と
な
っ
た
小
神
社
や
小
祠
に
対

し
、
先
祖
伝
来
の
守
護
神
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
崇
高
に
抱
い
て
い
た
の
で
、

合
祀
後
も
そ
れ
ら
の
神
々
へ
の
憧
僚
が
脳
裡
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
明
治
政
府
は
神
社
合
祀
政
策
を
強
行
し
て
き
た
が
、
ム
ラ
人

た
ち
が
先
祖
代
々
、
氏
神
を
崇
敬
し
て
き
た
淳
朴
な
る
信
仰
心
ま
で
は
翻
意
さ

せ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
神
奈
川
県
高
座
郡
相
原
村
相

原
部
落
（
現
相
模
原
市
相
原
の
一
部
）
に
お
い
て
も
、
神
社
合
祀
攻
策
に
対
し

（

妬

）

て
部
落
内
で
賛
否
両
論
の
立
場
が
あ
り
、
相
互
に
激
し
く
対
立
し
た
こ
と
か
ら

も
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
、
平
塚
市
旧
丸
島
村
の
駒
形
神
社
は
明
治
四
二
年
三
月
二
○
日
、
宮
内

省
令
に
よ
り
丸
島
村
を
含
む
旧
岡
崎
村
の
日
吉
神
社
が
村
内
の
氏
神
社
や
小
祠

を
合
祀
し
、
岡
崎
神
社
と
改
称
さ
れ
た
際
に
、
氏
子
の
寄
附
金
と
共
有
水
田
に

（

師

）

よ
り
祭
典
費
の
基
本
財
産
を
造
り
合
祀
を
免
れ
た
と
い
う
。
ふ
つ
う
被
合
祀
神

社
は
、
明
治
三
九
年
に
お
け
る
「
合
併
跡
地
無
代
譲
与
」
の
勅
令
に
よ
っ
て
、

社
殿
、
社
地
等
を
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
点
か
ら

み
て
も
合
祀
さ
れ
る
こ
と
を
極
力
、
回
避
し
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
よ
う
。
ま
し
て
や
小
祠
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
社
殿
等
が
整
っ
て
い

る
神
社
を
失
う
こ
と
は
ム
ラ
人
に
と
っ
て
、
我
慢
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

－44－



さ
ら
に
、
秘
密
裡
に
神
社
合
祀
を
免
れ
た
例
も
あ
る
。
座
間
市
河
原
宿
で
は
、

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
お
宮
の
合
祀
が
行
な
わ
れ
た
。
た
ま
た
ま
内
務
省
の

係
官
が
寄
せ
宮
し
た
か
ど
う
か
を
河
原
宿
へ
調
査
に
来
る
と
い
う
。
こ
れ
を
聞

い
た
河
原
宿
の
氏
子
は
、
急
い
で
大
神
宮
を
薮
根
の
竹
薮
の
中
に
そ
っ
と
隠

（
卵
）

し
た
と
い
う
。
こ
こ
に
も
、
神
社
合
祀
に
対
す
る
ム
ラ
人
の
抵
抗
を
み
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
こ
の
こ
と
は
ム
ラ
社
会
の
隅
々
ま
で
政
府
の
力
が
浸
透
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
例
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
地
域
社
会
で
は
神
社
合
祀
政
策
に
対
し
て
消

極
的
な
対
応
を
以
て
、
復
祀
の
時
節
を
ひ
た
す
ら
待
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
復
祀
を
遂
行
さ
せ
た
要
因
は
ム
ラ
人
た
ち
の
意
志
で
あ
り
、
そ
れ
は

神
社
合
祀
を
黙
々
と
拒
否
し
て
き
た
姿
を
表
徴
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
間
接
的
要
因
と
規
定
し
た
崇
り
や
夢
枕
は
、
む
し
ろ
地
域
社
会
に
お

け
る
ム
ラ
人
た
ち
が
共
有
し
て
き
て
い
る
呪
術
的
部
分
の
表
徴
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
、
ム
ラ
人
た
ち
が
崇
敬
し
て
き
た
神
々
を
祀
ら
な
く
な
れ
ば
、
神
々
は
崇

り
を
起
こ
さ
せ
た
り
、
夢
枕
に
現
わ
れ
て
、
ム
ラ
人
へ
の
警
鐘
に
な
っ
て
い
る
。

ム
ラ
人
た
ち
は
、
先
祖
伝
来
の
守
護
神
で
あ
る
と
い
う
崇
敬
の
念
と
、
畏
怖
め

念
と
を
氏
神
を
は
じ
め
路
傍
の
神
、
家
の
神
な
ど
に
抱
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、

神
社
合
祀
後
の
復
祀
が
こ
れ
ら
の
要
因
に
よ
っ
て
、
遂
行
さ
れ
た
こ
と
は
取
り

も
直
さ
ず
地
域
社
会
、
す
な
わ
ち
民
俗
社
会
と
い
う
土
壌
が
そ
れ
ら
の
要
因
を

育
ん
で
き
た
と
も
い
え
よ
う
。

柳

田

国

男

の

神

社

合

祀

・

復

祀

観

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
柳
田
國
男
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
二
、
三

紹
介
し
て
お
こ
う
。

此
村
に
は
以
前
上
の
区
に
四
つ
、
下
の
区
即
ち
田
を
隔
て
蚤
向
ふ
の
岡
の

方
に
二
つ
、
合
せ
て
六
つ
の
小
社
が
あ
っ
て
、
共
に
妙
全
院
の
進
退
あ
る
所

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
一
つ
の
神
明
社
と
い
ふ
の
が
、
近
世
の
広
袴
の
う
ぶ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

す
な
に
な
っ
て
居
た
と
こ
ろ
、
明
治
末
年
の
神
社
合
祀
に
よ
っ
て
、
是
も
能

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ヶ
谷
の
神
社
に
合
併
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
隣
り
の
住
吉
谷
戸
な
ど
は
其
跡

地
を
売
却
し
て
、
も
う
民
有
に
し
て
居
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
は
社
地
を
元
の

ま
畠
に
し
て
置
い
て
、
不
動
さ
ま
境
内
に
石
の
祠
を
建
て
、
そ
れ
を
神
明
社

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

と
し
て
自
分
等
だ
け
の
祭
を
し
て
居
た
。
と
こ
ろ
が
つ
い
此
頃
に
な
っ
て
か

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ら
、
村
に
病
人
と
か
不
幸
と
か
色
々
面
白
く
な
い
事
が
続
く
の
で
、
誰
か
が

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

考
へ
出
し
た
か
又
は
伺
っ
て
も
ら
っ
た
か
、
是
は
神
明
さ
ま
が
不
動
山
に
居

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

る
こ
と
を
、
御
好
み
な
さ
れ
ぬ
為
だ
と
い
ふ
こ
と
に
一
決
し
て
早
速
そ
の
祠

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

を
も
と
の
社
地
へ
引
移
し
て
建
て
た
（
定
本
第
三
巻
、
一
六
頁
）

と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
民
間
伝
承
』
九
巻
二
号
（
一
九
四
三
）
に

「
広
袴
」
と
い
う
小
稿
で
発
表
し
た
も
の
で
、
し
か
も
、
興
味
深
い
の
は
東
京

都
町
田
市
広
袴
に
お
け
る
神
社
復
祀
の
様
相
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
柳
田
は
『
氏
神
と
氏
子
』
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

神
社
の
合
併
と
い
ふ
こ
と
は
、
日
本
神
道
の
上
で
は
可
な
り
大
き
な
出
来

事
で
あ
っ
た
。
御
互
ひ
の
中
に
も
そ
の
渦
巻
の
片
端
に
触
れ
た
者
が
有
ら
う

●

●

●

●

が
、
と
も
か
く
も
今
は
も
う
四
十
年
前
の
歴
史
と
な
っ
て
居
る
。
出
来
る
限
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

り
平
心
に
そ
の
結
果
を
省
察
し
て
、
未
来
の
大
事
な
問
題
の
参
考
と
す
る
こ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

と
を
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
定
本
第
二
巻
、
四
九
三
頁
）

と
し
、
以
下
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

新
た
な
公
共
団
体
の
統
一
の
た
め
に
、
信
仰
の
割
拠
を
避
け
よ
う
し
た
こ
と

が
、
結
果
的
に
神
と
親
代
々
の
氏
子
と
の
因
縁
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
に
、
む

し
ろ
祭
り
に
冷
淡
な
住
民
の
数
を
増
加
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

ま
た
、
神
社
財
産
の
造
成
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
当
初
の
目
的
を
達
成

し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
域
住
民
は
祭
り
の
日
が
休
み
日
で
あ
り
、
祭
り

は
休
養
で
あ
っ
て
少
な
く
と
も
課
役
あ
る
い
は
労
働
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た

と
し
て
い
る
と
、
の
べ
て
い
る
。
さ
ら
に

今
か
ら
三
十
六
七
年
も
前
、
ま
だ
自
分
が
少
壮
官
吏
の
一
人
で
あ
っ
た
時

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

に
、
神
社
合
祀
と
い
ふ
政
策
が
始
ま
っ
て
、
地
方
に
よ
っ
て
は
大
分
人
心
が

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

動
揺
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
方
針
の
善
悪
と
い
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
好
調
の
徒
が

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

之
を
悪
用
し
た
場
合
に
弊
が
あ
っ
た
。
三
重
和
歌
山
の
二
県
な
ど
は
、
神
の

森
に
樟
や
樅
杉
の
巨
木
が
あ
っ
た
為
に
、
大
阪
辺
の
商
人
が
背
後
か
ら
合
祀

の
運
動
を
す
る
な
ど
と
い
ふ
悪
評
さ
へ
あ
っ
た
。
私
は
直
接
関
係
し
な
か
っ

た
が
、
南
方
熊
楠
と
い
ふ
植
物
学
者
な
ど
は
、
之
に
憤
慨
し
て
あ
ば
れ
ま
は

り
、
刑
事
問
題
ま
だ
も
引
起
し
た
、
其
記
録
は
今
も
保
存
せ
ら
れ
て
居
る

（
定
本
第
二
巻
、
四
五
五
頁
）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

そ
の
一
つ
は
、
村
で
産
土
と
も
又
氏
神
と
も
い
ふ
御
社
が
急
に
大
き
く
な

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

っ
て
来
て
、
之
を
お
祭
り
申
す
人
員
が
増
加
し
、
仲
間
が
幾
分
か
雑
駁
に
な

●

●

●

●

●

●

●

つ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
明
治
の
御
代
の
終
り
に
近
く
、
政
府

の
手
で
行
は
わ
れ
た
神
社
合
祀
に
よ
っ
て
、
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
無
い
（
定

本
第
一
二
巻
、
三
九
三
頁
）

以
上
の
こ
と
（
傍
点
は
筆
者
）
か
ら
、
柳
田
も
、
神
社
合
祀
は
も
と
ろ
ん
の

こ
と
、
神
社
復
祀
に
つ
い
て
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
柳
田
の

神
社
合
祀
・
復
祀
観
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
あ
ら
た
め
て
発
表
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

お

わ

り

に

神
社
合
祀
後
、
合
祀
さ
れ
た
神
社
が
も
と
の
場
所
に
戻
り
祀
ら
れ
る
と
い
う

復
祀
に
興
味
を
抱
き
、
そ
の
事
例
を
集
め
て
み
た
。
と
く
に
、
今
回
は
神
奈
川

県
下
を
中
心
に
、
民
俗
調
査
報
告
書
や
民
俗
誌
の
類
な
ど
を
管
見
の
か
ぎ
り
渉

猟
し
た
結
果
、
興
味
深
い
事
例
が
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
復
祀
に

（

的

）

関
す
る
事
例
は
、
地
域
社
会
す
な
わ
ち
民
俗
社
会
に
伝
承
し
て
い
る
が
、
残
念

な
が
ら
断
片
的
な
資
料
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
社
会
の
中
に
位
置
づ
け
て
分
析
す
る
視
点

か
ら
、
平
塚
市
土
屋
と
三
重
県
度
会
郡
度
会
町
で
、
神
社
合
祀
お
よ
び
復
祀
を

基
軸
に
し
た
民
俗
調
査
を
試
み
て
い
る
。
、
調
査
を
続
け
て
い
く
過
程
で
、
一

定
の
方
向
性
を
見
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
社
合
祀
に
関
す
る
研
究
は
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
現
状
で
は
合
祀
後
の
復
祀
に
関
す
る
研
究
は
き
め
て
少
な
い
と
い
え
る
。

今
回
も
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
今
後
、
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め

の
布
石
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、
地
域
で
の
体
系
的
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な
調
査
を
続
け
て
、
一
地
域
一
地
域
の
復
祀
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
綿
密
な
実

態
調
査
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
他
地
域
に

お
け
る
事
例
の
発
掘
に
努
め
、
復
祀
の
実
態
を
全
国
レ
ベ
ル
に
お
い
て
全
体
を

で
き
る
だ
け
把
握
し
、
同
時
に
復
祀
に
関
す
る
理
論
的
枠
組
を
構
築
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
今
後
は
復
祀
の
研
究
を
す
す
め
る
た
め
に
、
と
く
に
次
の
こ
と
に

留
意
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
一
番
目
は
、
復
祀
が
実
行
さ
れ
た
時
期

の
問
題
、
つ
ま
り
復
祀
が
合
祀
後
す
ぐ
に
始
ま
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
第
二

次
世
界
大
戦
後
の
時
期
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
最
近
の
時
期
で
あ
っ
た
り
と

か
、
い
ろ
い
ろ
と
時
間
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
、
こ
の
点
を
注

意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
二
番
目
に
、
神
社
を
再
建
す
る
に
は
経
費
が
か

か
る
点
か
ら
、
経
済
的
側
面
に
も
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
神
社
の

財
産
に
関
す
る
問
題
な
ど
も
あ
る
。
最
後
の
三
番
目
に
は
神
社
復
祀
と
い
う
と
、

神
社
が
元
の
場
所
に
戻
る
こ
と
だ
け
し
か
気
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る

講
集
団
な
ど
に
姿
を
変
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
点
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
谷
口
論
文
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
た
が
、
氏
は
小
田
原
市
新
屋
地

（

帥

）

区
に
お
け
る
講
集
団
の
研
究
の
中
で
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

明
治
末
年
か
ら
大
正
初
年
に
か
け
て
全
国
的
に
行
わ
れ
た
神
社
合
祀
は
、

神
奈
川
県
下
で
も
実
施
さ
れ
た
。
大
正
三
年
に
小
台
の
日
枝
神
社
、
新
屋
の

稲
荷
神
社
、
柳
新
田
の
稲
荷
神
社
が
、
足
柄
村
の
村
社
で
あ
っ
た
飯
田
岡
の

飯
田
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
地
元
で
は
神
社
合
祀
の
こ
と
を
「
寄

せ
宮
」
と
呼
ん
で
い
る
。
寄
せ
宮
の
状
態
は
戦
後
の
昭
和
二
十
二
年
に
解
消

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
旧
社
地
に
復
祀
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
神
社
合
祀
の

な
か
で
、
従
来
の
氏
神
祭
祀
を
持
続
す
る
た
め
に
山
王
講
が
成
立
し
た
可
能

性
も
あ
る
。
た
と
え
山
王
講
が
神
社
合
祀
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、

稲
荷
講
と
同
様
に
氏
神
信
仰
と
し
て
行
な
わ
れ
、
神
社
が
合
祀
さ
れ
い
た
期

間
は
講
の
実
施
が
氏
神
祭
祀
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

（
谷
口
、
九
九
頁
）
。

今
後
、
復
祀
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
上
の
視
点
か
ら
照
射
す
る

こ
と
に
留
意
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
本
稿
は
、
平
成
七
・
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
一
般
研
究
Ｃ
課
題
番
号
０
７
６

１
０
３
２
３
「
神
社
整
理
後
に
お
け
る
『
神
社
復
祀
』
に
関
す
る
民
俗
学
的
研
究
」
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）

〔
注
〕

（
１
）
村
上
重
良
、
『
国
家
神
道
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
○
、
一
六
七
頁
。

（
２
）
萩
原
龍
夫
は
、
一
九
六
○
年
（
昭
和
三
五
）
に
実
施
さ
れ
た
島
根
県
西
石
見
地

方
の
民
俗
総
合
調
査
で
、
津
和
野
藩
時
代
の
神
社
整
理
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

和
歌
森
太
郎
編
、
『
西
岩
見
の
民
俗
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
、
一
八
○
～
一

九

七

頁

）

。

（
３
）
鶴
見
和
子
、
「
地
球
志
向
の
比
較
学
」
、
『
南
方
熊
楠
全
集
』
第
四
巻
、
平
凡
社
、

一
九
七
二
年
、
六
一
三
頁
。
ま
た
、
明
治
末
期
か
ら
強
行
さ
れ
た
明
治
政
府
の
神

社
合
祀
政
策
に
対
し
て
、
自
然
保
護
の
立
場
か
ら
投
獄
も
辞
せ
ず
闘
っ
た
南
方
熊

楠
に
つ
い
て
の
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
。
南
方
文
枝
、
『
父
南
方
熊
楠
を
語
る
Ｉ
付
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神
社
合
祀
反
対
運
動
未
公
刊
史
料
ｌ
』
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、

一
九
八
一
年
。
最
近
、
熊
楠
に
関
す
る
著
作
物
が
多
く
み
ら
れ
る
。

（
４
）
萩
原
龍
夫
、
「
神
社
祭
祀
」
、
和
歌
森
太
郎
編
『
宇
和
地
帯
の
民
俗
」
、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
六
一
、
一
七
三
頁
。

（
５
）
谷
岡
治
男
・
森
安
仁
、
「
神
社
合
併
と
村
祭
の
変
化
三
重
県
度
会
郡
穂
原
村

（
現
南
勢
町
の
内
）
ｌ
」
、
『
社
会
と
伝
承
」
第
一
二
巻
第
四
号
、
一
九
七
一
年
、

四

五

頁

。

（
６
）
森
岡
清
美
、
「
明
治
末
期
に
お
け
る
集
落
神
社
の
整
理
（
１
）
’
三
重
県
下

の
合
祀
過
程
と
そ
の
結
末
ｌ
」
、
『
東
洋
文
化
』
第
四
○
号
、
東
京
大
学
東
洋
文

化
研
究
所
、
一
九
六
六
年
。

（
７
）
森
岡
清
美
、
「
明
治
末
期
に
お
け
る
集
落
神
社
の
整
理
（
２
）
ｌ
そ
の
全
国
的

経
緯
ｌ
」
、
『
社
会
科
学
論
集
』
第
一
六
号
、
東
京
教
育
大
学
文
学
部
、
一
九
六

八

年

。

（
８
）
「
近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制
ｌ
明
治
末
期
の
神
社
整
理
ｌ
」
（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
八
七
年
）
。
啓
発
的
な
論
考
が
多
く
、
研
究
史
も
貴
重
で
あ
る
。

（
９
）
米
地
実
、
『
村
落
祭
祀
と
国
家
統
制
』
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
七
年
。
米
地

の
著
書
は
、
一
九
六
六
年
か
ら
七
四
年
ま
で
に
発
表
し
た
論
文
に
修
正
を
加
え
て

収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
、
第
五
章
に
お
い
て
、
神
社
整
理
に
対
す
る

同
家
統
制
を
論
述
し
て
い
る
。

（
岨
）
孝
本
貢
、
「
神
社
合
祀
国
家
神
道
化
政
策
の
展
開
ｌ
」
、
田
丸
徳
善
・
村

岡
空
・
宮
田
登
編
『
日
本
人
の
宗
教
３
１
近
代
と
の
避
遁
ｌ
』
、
佼
成
出
版
社
、

一
九
七
三
年
。
孝
本
は
、
神
社
整
理
が
神
社
統
一
↓
一
村
一
社
↓
民
心
統
一
と
い

う
論
理
で
な
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

（
Ⅱ
）
孝
本
貢
、
「
神
社
整
理
と
地
域
社
会
ｌ
神
奈
川
県
相
模
原
市
の
事
例
」
、

笠
原
一
男
編
『
日
本
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
。

（
⑫
）
村
上
重
良
、
前
掲
『
国
家
神
道
』
参
照
の
こ
と
。

（
喝
）
土
岐
昌
訓
、
「
明
治
以
降
に
お
け
る
神
社
整
理
の
問
題
ｌ
神
社
法
令
を
中
心
と

し
た
其
の
経
過
に
つ
い
て
」
、
『
神
道
宗
教
』
第
一
六
号
、
一
九
五
八
年
。

（
必
）
千
葉
正
士
、
．
市
町
村
一
神
社
の
理
念
と
総
鎮
守
の
制
’
第
二
次
大
戦
中
に

お
け
る
東
北
地
方
の
実
例
を
通
し
て
Ｉ
」
、
『
社
会
と
伝
承
」
第
八
巻
第
一
号
、

一

九

六

四

年

。

（
妬
）
沼
部
春
友
、
「
神
社
合
祀
に
関
す
る
一
考
察
」
、
『
宗
教
研
究
』
第
四
六
巻
第
一
舌
気

一

九

七

三

年

。

（
肥
）
谷
岡
治
男
・
森
安
仁
、
前
掲
「
神
社
合
併
と
村
祭
の
変
化
」
、
一
九
七
一
年
。

（
Ⅳ
）
大
藤
時
彦
、
「
信
仰
生
活
」
、
柳
田
國
男
編
『
明
治
文
化
史
第
一
三
巻
風
俗
』
、

原
書
房
（
洋
々
社
一
九
五
四
年
刊
の
覆
刻
）
、
一
九
七
九
年
、
四
五
四
～
四
五
五

頁

。

（
喝
）
神
奈
川
県
下
か
ら
蒐
集
し
た
民
俗
の
事
例
を
手
が
か
り
に
、
神
社
復
祀
の
諸
相

と
そ
の
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
（
鈴
木
、
一
九
八
二
）
。

（
畑
）
田
中
宣
一
、
一
九
八
三
、
．
村
落
に
お
け
る
明
治
末
期
の
神
社
整
理
ｌ
神

奈
川
県
川
崎
市
麻
生
区
岡
上
の
場
合
ｌ
」
、
『
成
城
文
藝
』
第
一
○
三
号
、
一
九

八

三

年

。

（
加
）
「
神
社
整
理
と
神
社
復
祀
」
（
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
『
宗
教
・
そ
の
日
常
性
と

非
日
常
性
」
、
雄
山
閣
、
一
九
八
二
年
）
、
「
資
料
紹
介
神
祇
院
編
『
明
治
三
十
九

年
当
時
一
一
於
ケ
ル
神
社
合
併
一
一
関
ス
ル
法
令
、
訓
令
、
通
牒
類
』
」
（
『
皇
學
館
大
學

紀
要
』
第
二
九
輯
、
一
九
九
一
年
）
、
『
蘇
る
ム
ラ
の
神
々
』
、
大
明
堂
、
一
九
九
二
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出
)′
「
罫
墾
悟
蜜
e
障
韓
鯏
圏
‐
U
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揮
ね

廷
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e
冊
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I
J
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」

（
『
米
』
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仲
′
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眉
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l
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匿
樺
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騨
柾
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，
慨
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R
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掲
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。

(畠
）
「
『
犀
弾
く
口
禮
』
e
梛
職
一
理
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駅
e
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S
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て
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，
､
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Y
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や
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－
」

（
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母
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』
蕪
干
ﾐⅡ
仰
′

｜
長
く
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「
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（
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『
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|
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）
「
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A
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樋
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J
榧
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e
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ロ
ー
｣
′
『
、
骨
出
生
卦
』
服
｜
平
,

｜Ⅱ仰，
｜
長
く
￥
母
。

(関
）
「
澤
韓
淵
酬
A
j
韓
懐
雛
禮
－
迅
融
埋
侶
判
N
伽
e
頚
<
ロ
ー
｣
，
『
恥
融
雪
侶
田

塵
駅
』
鵬
図
Ⅱ
仰
′

｜
長
く
斗
]母
。

(葛
）
『
圃
脈
樟
泗
肇
琶
唄
騨
e塵
駅
』
′

ヨ
仰
鴬
側
Ⅲ
理
，

｜
揖
畏
図
叶
。

(圏
）
「
劇
逗
K
竪
侶
e
鴬
禅
‐
ﾍ
j
拝
韓
4
ﾛ
眉
」
『
画
聖
A
｣
幽
田
』
紐
,
｜
斗
]ﾛ仲
，

，
長
ギ
ミ
,〈

塒
。

(嵩
）
趾
畏
mm脳

′
梗
哩
「
『
樺
支
14口
眉
』
e脈
職
｣，

l
l千
ﾐ皿
。
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）
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拝
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U
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ﾕ
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・

(
鴇
）
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′
程
哩
『
権
岬
割
,
胴
e
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々
｣
，

，
｜
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－
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。

(
雷
）
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“
′
『
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叶
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々
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′

，
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皿
。
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（
蛆
）
神
社
合
祀
政
策
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
孝
本
貢
の
「
神
社
合
祀
ｌ
国
家
神
道

化
政
策
の
展
開
ｌ
」
、
米
地
実
の
『
村
落
祭
祀
と
国
家
統
制
』
に
お
け
る
第
三
章

「
村
落
所
在
神
社
と
国
家
統
制
」
、
第
四
章
「
明
治
末
期
の
神
社
政
策
」
に
詳
述
さ

れ

て

い

る

。

（
⑬
）
孝
本
貢
、
前
掲
「
神
社
合
祀
」
、
七
五
～
七
六
頁
。

（
帥
）
前
掲
書
、
八
四
頁
。

（
別
）
前
掲
書
、
八
七
頁
。

（
兇
）
前
掲
書
、
九
八
頁
。
経
済
論
と
い
う
の
は
、
神
社
数
が
減
少
す
れ
ば
、
住
民
の

経
済
の
負
担
が
軽
く
な
る
こ
と
、
敬
神
論
と
い
う
の
は
、
神
社
数
が
減
少
す
れ
ば
、

神
社
設
備
が
完
備
し
、
氏
子
、
崇
敬
者
に
対
す
る
感
化
も
よ
く
な
る
こ
と
、
神
社

中
心
説
と
い
う
の
は
、
神
社
数
が
減
少
す
れ
ば
、
自
然
同
一
氏
子
区
域
で
あ
る
と

い
う
の
で
融
和
し
て
そ
の
団
枯
が
堅
く
な
る
こ
と
。

（
弱
）
前
掲
書
、
一
○
四
～
一
○
五
頁
。

（
別
）
村
上
重
良
、
前
掲
『
国
家
神
道
』
、
一
六
九
頁
。

（
弱
）
前
掲
書
、
一
六
九
頁
。

（
船
）
孝
本
貢
、
前
掲
「
神
社
整
理
と
地
域
社
会
」
、
三
四
六
～
三
五
○
頁
。

（
師
）
笹
生
源
治
編
、
『
駒
形
神
社
誌
』
、
謄
写
印
刷
、
一
九
六
七
年
、
二
頁
。

（
銘
）
座
間
市
語
り
伝
え
聴
き
取
り
調
査
団
、
前
掲
『
座
間
の
語
り
伝
え
信
仰
編
』
、

一

○

頁

。

（
弱
）
こ
こ
で
い
う
民
俗
社
会
司
○
房
い
○
日
の
ど
と
は
、
詞
宛
の
黛
后
丘
が
提
示
し
た

地
域
社
会
の
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
社
会
は
孤
立
し
た
小
地
域
社
会
で
、
同
質
の
人
々

が
強
固
な
集
団
結
合
の
も
と
に
慣
習
化
し
た
生
活
様
式
を
守
っ
て
暮
ら
し
て
い
る

社
会
と
し
て
、
こ
こ
で
は
捉
え
て
お
き
た
い
。

【
引
用
文
献
お
よ
び
参
考
文
献
】

◇
大
藤
時
彦
、
一
九
五
四
、
「
信
仰
生
活
」
柳
田
國
男
編
『
明
治
文
化
史
第
一
三
巻

風
俗
』
、
洋
々
社
（
一
九
七
九
年
に
原
書
房
か
ら
復
刻
）

◇
岸
本
昌
良
、
一
九
八
一
、
「
『
神
社
合
祀
』
の
実
態
ｌ
個
別
研
究
の
た
め
の
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
－
」
、
『
史
潮
』
新
九
号

◇
一
九
八
七
、
「
神
社
合
祀
の
論
理
」
、
駒
澤
大
学
宗
教
学
研
究
会
編
『
宗

教
学
論
集
』
第
一
三
輯

◇
喜
多
村
理
子
、
一
九
八
七
、
「
明
治
末
期
に
お
け
る
神
社
合
祀
と
そ
の
影
響
ｌ
滋
賀

県
野
洲
町
北
桜
と
南
桜
の
場
合
ｌ
」
、
『
日
本
民
俗
学
』
第
一
七
二
号

◇
孝
本
貢
、
一
九
七
三
、
「
神
社
合
祀
ｌ
国
家
神
道
化
政
策
の
展
開
ｌ
」
、
田

丸
徳
善
・
村
岡
空
・
宮
田
登
編
『
日
本
人
の
宗
教
Ⅲ
近
代
と
の
避
遁
』
、
佼
成
出
版

社笠
原
一
男
編
『
日
本
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
』
、
吉
川
弘
文
館

◇
阪
本
是
丸
、
一
九
九
四
、
『
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
』
、
岩
波
書
店

◇
一
九
七
六
、
「
神
社
合
併
と
村
祭
の
変
化
ｌ
北
勢
地
方
の
事
例
ｌ
」
、

『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
第
一
四
輯

◇
櫻
井
治
男
、
一
九
七
九
、
「
神
社
合
併
と
村
祭
の
変
化
ｌ
旧
城
田
村
の
事
例
ｌ
」

『
皇
学
館
大
学
紀
要
』
第
一
七
輯

◇
’
’
’
’
’
一
九
八
二
、
「
神
社
整
理
と
神
社
復
祀
」
、
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
『
宗

◇
‐
’
’
’
’
一
九
七
四
、
「
神
社
整
理
と
地
域
社
会
ｌ
神
奈
川
県
相
模
原
市
の
事
例
ｌ
」
、

（
帥
）
「
真
宗
村
落
の
講
集
団
」
、
『
お
だ
わ
ら
ｌ
歴
史
と
文
化
ｌ
』
第
六
号
、
一
九

九

三

、

九

九

頁

。
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教
。
そ
の
日
常
性
と
非
日
常
性
』
、
雄
山
閣

◇
一
九
九
一
、
「
資
料
紹
介
神
祇
院
編
『
明
治
三
十
九
年
当
時
二
於
ケ
ル

神
社
合
併
二
関
ス
ル
法
令
、
訓
令
、
通
牒
類
』
」
、
『
皇
學
館
大
學
紀
要
』
第
二
九
輯

◇

一

九

九

二

、

『

蘇

る

ム

ラ

の

神

々

」

、

大

明

堂

◇
１
１
１
一
九
九
三
、
「
明
治
末
期
の
神
社
整
理
と
稲
荷
社
ｌ
伊
勢
市
の
事
例
に

則
し
て
ｌ
」
、
『
朱
』
第
三
六
号
、
伏
見
稲
荷
大
社

◇
一
九
九
四
、
「
氏
神
鎮
守
社
の
再
生
ｌ
遷
宮
祭
と
神
社
復
祀
に
関
連
し

て
ｌ
」
、
岡
田
重
精
編
『
日
本
宗
教
へ
の
視
角
」
、
東
方
出
版

◇
笹
生
源
治
編
、
一
九
六
七
、
『
駒
形
神
社
誌
」
（
謄
写
印
刷
）

◇
笹
本
儀
一
郎
、
一
九
七
六
、
「
神
社
合
祀
の
前
と
そ
の
後
ｌ
城
川
町
窪
野
地
区
ｌ
」
、

『
伊
予
の
民
俗
』
第
二
二
号

◇
鈴
木
通
大
、
一
九
八
二
、
「
神
社
合
祀
後
に
お
け
る
〈
分
祀
〉
に
つ
い
て
ｌ
神
奈

川
県
下
の
民
俗
事
例
を
も
と
に
ｌ
」
、
『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
（
人
文
科

学

こ

第

一

○

号

◇
関
口
靖
之
、
一
九
九
六
、
「
近
代
大
阪
市
の
神
社
と
神
社
合
祀
」
『
民
俗
と
歴
史
』

第

二

七

号

◇
瀬
戸
崎
雄
、
一
九
八
八
、
「
酒
田
地
区
旧
村
々
の
神
社
変
遷
と
酒
田
神
社
の
成
立
経

緯
」
、
『
開
成
町
史
研
究
』
第
二
号

◇
瀬
戸
貞
夫
、
一
九
七
七
、
『
西
丹
沢
の
民
俗
１
』
（
神
奈
川
県
民
俗
シ
リ
ー
ズ
過
）
、

神
奈
川
県
教
育
委
員
会

◇
田
中
宣
一
、
一
九
八
三
、
．
村
落
に
お
け
る
明
治
末
期
の
神
社
整
理
Ｉ
神
奈
川

県
川
崎
市
麻
生
区
岡
上
の
場
合
ｌ
」
、
『
成
城
文
藝
』
第
一
○
三
号
、
成
城
大
学
文

芸

学

部

◇
谷
岡
治
男
・
森
安
仁
、
一
九
七
一
、
「
神
社
合
併
と
村
祭
の
変
化
’
三
重
県
度
会
郡

穂
原
村
（
現
、
南
勢
町
の
内
）
」
、
『
社
会
と
傳
承
』
一
二
－
四

◇
谷
口
貢
、
一
九
九
三
、
「
真
宗
村
落
の
講
集
団
」
、
『
お
だ
わ
ら
ｌ
歴
史
と
文
化
ｌ
」

第

六

号

◇
千
葉
正
士
、
一
九
六
四
、
．
市
町
村
の
理
念
と
総
鎮
守
の
制
Ｉ
第
二
次
大
戦
中

に
お
け
る
東
北
地
方
の
実
例
を
通
し
て
ｌ
」
、
『
社
会
と
傳
承
」
八
－
一

◇
鶴
見
和
子
、
一
九
七
二
、
「
地
球
志
向
の
比
較
学
」
、
『
南
方
熊
楠
全
集
』
第
四
巻
、

平

凡

社

◇
土
岐
昌
訓
、
一
九
五
八
、
「
明
治
以
降
に
お
け
る
神
社
整
理
の
問
題
ｌ
神
社
法
令

を
中
心
と
し
た
其
の
経
過
に
つ
い
て
ｌ
」
、
『
神
道
宗
教
』
第
一
六
号

◇
時
枝
務
、
一
九
八
，
貢
「
神
社
整
理
と
村
落
祭
祀
ｌ
伊
勢
崎
市
上
乙
宮
娼
翌
ロ
ー
」
、

『
伊
勢
崎
市
史
研
究
』
第
四
号

◇
西
川
順
士
、
一
九
七
七
、
「
神
社
合
祀
と
祭
神
に
つ
い
て
’
三
重
県
の
例
を
中
心

と
し
て
ｌ
」
、
『
神
道
宗
教
』
第
八
八
号

◇
沼
部
春
友
、
一
九
七
三
、
「
神
社
合
祀
に
関
す
る
一
考
察
」
、
『
宗
教
研
究
』
四
六
ｌ

~~
~◇

萩
原
龍
夫
、
一
九
六
○
、
「
神
社
祭
祀
」
、
和
歌
森
太
郎
編
『
西
石
見
の
民
俗
」
、
吉

川

弘

文

館

◇
‐
１
１
一
九
六
一
、
「
神
社
祭
祀
」
、
和
歌
森
太
郎
編
『
宇
和
地
帯
の
民
俗
」
、

吉

川

弘

文

館

◇
南
方
熊
楠
、
一
九
一
二
、
「
神
社
合
併
反
対
意
見
」
『
日
本
及
日
本
人
』
第
五
八
○
、

五
八
一
、
五
八
三
、
五
八
四
号

◇
南
方
文
枝
、
一
九
八
一
、
『
父
南
方
熊
楠
を
語
る
Ｉ
付
神
社
合
祀
反
対
運
動
未
公
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◇
一
九
四
七
、
『
氏
神
と
氏
子
』
、
小
山
書
店
（
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
一

一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
）

◇
一
九
五
○
、
「
南
方
熊
楠
」
『
近
代
日
本
の
教
養
人
』
、
実
業
之
日
本
社

◇
磯
子
区
役
所
編
、
一
九
七
八
、
『
磯
子
の
史
話
』

◇
米
地
実
、
一
九
七
七
、
『
村
落
祭
祀
と
国
家
統
制
』
、
お
茶
の
水
害
房

刊
史
料
ｌ
』
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部

◇
村
上
重
良
、
一
九
七
○
、
『
国
家
神
道
」
、
岩
波
書
店

◇
森
岡
清
美
、
一
九
六
六
、
「
明
治
末
期
に
お
け
る
集
落
神
社
の
整
理
（
一
）
’
三
重

県
下
の
合
祀
過
程
と
そ
の
結
末
ｌ
」
、
『
東
洋
文
化
』
第
四
○
号
、
東
京
大
学
東
洋

文

化

研

究

所

◇
Ｉ
一
九
六
八
、
「
明
治
末
期
に
お
け
る
集
落
神
社
の
整
理
（
一
一
）
ｌ
そ
の
全

国
的
経
緯
」
、
『
社
会
科
学
論
集
』
第
一
六
号
、
東
京
教
育
大
学
文
学
部

◇
１
１
一
九
八
七
、
『
近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制
ｌ
明
治
末
期
の
神
社
整

理
ｌ
』
、
吉
川
弘
文
館

◇
柳
田
國
男
、
一
九
四
三
、
『
神
道
と
民
俗
学
」
、
明
世
堂
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
一

○
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
二
）

◇
１
１
一
九
四
三
、
「
廣
袴
」
『
民
間
傳
承
』
第
九
巻
八
号
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』

第
三
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
）

◇
一
九
四
五
、
「
農
村
と
秋
ま
つ
り
」
「
建
設
青
年
」
第
九
巻
七
号
（
『
定
本

柳
田
國
男
集
』
第
三
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
○
）

◇
一
九
四
五
、
『
村
と
学
童
』
、
朝
日
新
聞
社
（
『
定
本
柳
田
國
男
集
』
第
二

（
『
定
本
柳
田
國
男
集
」
第
二
三
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
○
）

一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
○
）

◇
浦
和
市
役
所
、
一
九
七
五
、
『
浦
和
市
ｌ
民
俗
編
Ｉ
』

◇
大
田
区
役
所
、
一
九
八
三
、
『
大
田
区
史
Ｉ
資
料
編
民
俗
』

◇
神
奈
川
県
立
博
物
館
編
、
一
九
六
九
、
『
神
奈
川
県
民
俗
調
査
報
告
２
串
川
・
中
津

川
流
域
の
民
俗
』

◇
神
奈
川
県
立
博
物
館
編
、
一
九
七
二
、
『
神
奈
川
県
民
俗
調
査
報
告
５
三
浦
半
島
の

民
俗
（
２
）
』

◇
座
間
市
語
り
伝
え
聴
き
取
り
調
査
団
編
、
一
九
七
九
、
『
座
間
の
語
り
伝
え
信
仰
編
』
、

座
間
市
企
画
財
政
部
企
画
課
市
史
編
さ
ん
係

◇
東
京
都
教
育
庁
、
一
九
九
三
、
『
町
田
市
小
野
路
地
区
文
化
財
調
査
報
告
（
下
）
ｌ

民
俗
・
人
文
地
理
編
ｌ
』

◇
平
塚
市
市
史
編
さ
ん
課
編
、
一
九
八
一
、
『
平
塚
市
史
民
俗
調
査
報
告
１
神
田
・

城

島

ｌ

』

◇
平
塚
市
、
一
九
九
三
、
『
平
塚
市
史
Ｉ
別
編
民
俗
ｌ
」

◇
横
浜
市
教
育
委
員
会
編
、
一
九
七
二
、
『
昭
和
４
６
年
度
港
北
一
一
ユ
ー
タ
ウ
ン
地
域
内

文
化
財
調
査
報
告
東
方
の
民
俗
、
洪
沢
の
民
俗
、
柚
木
の
民
俗
ｌ
」

◇
四
日
市
市
、
一
九
九
五
、
『
四
日
市
市
史
第
五
巻
史
料
編
民
俗
』

［
キ
ー
ワ
ー
ド
叩
神
社
合
祀
、
神
社
復
祀
、
氏
神
、
遥
拝
所
、
崇
り
、
祭
り
、

柳

田

國

男

、

南

方

熊

楠

］
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